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浦和駅東口駅前市街地再開発事業の 

「特定建築者にふさわしい企業」の決定について 

 
 さいたま市では、現在施行中の「さいたま都市計画浦和駅東口駅前地区第二種市街

地再開発事業」について、民間の創意工夫と事業参加意欲を活用して事業を推進する

ため、特定建築者を公募し、施設建築物整備事業に係る事業提案書の提出を受けて「特

定建築者選定委員会（新井委員長）」により検討した結果、「特定建築者にふさわしい

企業」として、ＵＦＪ信託銀行株式会社のグループを決定いたしました。 
 今後は、同グループと施設建築物の実施設計図書を作成し、県知事の承認を受けた

後、平成１７年３月に工事着工の予定です。 
 
１ 施設建築物の提案内容 
浦和駅東口駅前地区第二種市街地再開発事業（市施行） 

  
工事期間 平成１６年度～平成１９年度 
敷地面積 約 １１，２２２㎡ 
建築面積 約  ８，９３０㎡ 
延床面積 約１０８，１７３㎡ 
構  造 鉄筋コンクリート造、鉄骨造 
規  模 地下４階、地上１０階 
主要用途等 商業施設、シネマ・スポーツ、公益施設、 

駐車場（５４２台） 
２ 参加企業名 
  ＵＦＪ信託銀行株式会社、株式会社パルコ、株式会社大林組、野村證券株式会社 
 
３ 建築工事費  約２３０億円 


